
施設区分確認票 

（施設名：                    ） 
 

 〔貴施設の該当する欄にチェックマークをご記入ください。〕 

施設種別 
児童福祉法による 

届出対象施設 

児童福祉法による 

届出対象外施設 

①以下のどの施設にも該当しない 

保育施設 

□ １日に保育する乳幼児が

１人以上 
― 

②居宅訪問型 

乳幼児の居宅において保育を行う、い

わゆるベビーシッター事業 

□ １日に保育する乳幼児が

１人以上 
― 

③ベビーホテル 

次の条件のうち１つでも該当する施設 

 夜８時以降の保育を行っている 

 宿泊を伴う保育を行っている 

 利用児童のうち一時預かりの乳幼

児が概ね半数以上 

□ 預かる乳幼児数が 

１人以上 
― 

④事業所内保育施設 

企業や病院などにおいて、その従業員 

の乳幼児を対象とする施設 

□ 従業員の乳幼児以外が

１人以上 
□ 従業員の乳幼児のみ 

⑤店舗等において顧客の乳幼児を対象

にした一時預かり施設 

（例）自動車教習所、スポーツ施設等の 

一時預かり施設 

□ 顧客の乳幼児以外 

が１人以上 
□ 顧客の乳幼児のみ 

⑥親族間の預かり合い 

設置者の４親等以内の親族が対象 

□ 親族の乳幼児以外が 

１人以上 
□ 親族の乳幼児のみ 

⑦親族またはこれに準ずる密接な人間

関係を有する者の監護 

保護者と親しい友人や隣人等（広く

一般に利用を募集する場合等は届

出対象） 

□ 友人や隣人等の乳幼児

以外が１人以上 

□ 友人や隣人等の乳幼児

のみ 

⑧一時預かり事業を行う施設 
□ 事業の対象となる乳幼児

以外が１人以上 

□ 事業の対象となる乳幼児

のみ 

⑨病児保育事業を行う施設 
□ 事業の対象となる乳幼児

以外が１人以上 

□ 事業の対象となる乳幼児

のみ 

⑩臨時に設置された施設 

（例）スキー場やバーゲン期間のみ開設 

されたデパートの一時預かり施設 

□ ６か月を超えて設置 □ ６か月を限度に設置 

⑪幼稚園設置者が当該幼稚園と併せて

設置している施設 

□ 幼稚園と同一敷地内等

に設置されていない施設 

□ 幼稚園と同一敷地内等

に設置されている施設 

 


